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用語の定義 

本入札説明書で用いる用語を以下のとおり定義する。 

 

用語 定義 

本市 大村市をいう。 

大村市新ごみ処理施設 本市が整備する新一般廃棄物処理施設（エネルギー回収型廃棄物

処理施設）の総称をいう。 

本事業 大村市新ごみ処理施設整備・運営事業をいう。 

本工事 本事業のうち、本施設の設計・建設工事及び関連する付帯工事を

いう。 

運営業務 本事業のうち、本施設の運営・維持管理に係る業務をいう。 

主たる運営業務 運営業務のうち、要求水準書（第Ⅱ編 運営業務編）「第3章 運転

管理業務」及び「第4章 維持管理業務」をいう。 

DBO方式 Design（設計）、Build（建設）、Operate（運営）を事業者に一括

して委ねる事業手法をいう。 

事業実施区域 本事業を実施する区域をいう。 

本施設 本事業において設計・建設され、運営される大村市新ごみ処理施

設をいい、管理棟、工場棟、計量棟のほか、洗車棟、駐車場、構内

道路、燃料貯蔵所、配管、構内サイン、構内照明、植栽、外構等の

事業実施区域内の設備及びその付帯設備を含めていう。 

工場棟 本施設のうち、エネルギー回収型廃棄物処理施設を含む建築物を

いう。 

管理棟 本施設のうち、本市職員が執務を行うとともに見学者が施設の説

明を受けるなど普及啓発に係る諸室及びそれらに付随する設備を

有する建築物をいう。 

プラント 本施設のうち処理対象物の処理に必要な全ての設備（機械設備、

電気設備、計装設備等を含む。）を総称していう。 

建築物等 本施設のうちプラントを除く設備及び建築物を総称していう。 

事業者 本市と事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。 

建設事業者 本工事を行う者をいう。 

運営事業者 運営業務を行う者をいう。 

事業提案書 応募者が提出した本事業の技術提案図書をいう。 

特別目的会社 本施設の運営業務の実施のみを目的として設立される株式会社を

いう。 

応募者 本事業の入札手続に参加する複数企業で構成されるグループをい

う。 

落札者 落札者決定基準書に基づいて事業者選定委員会が実施する評価・

審査の結果を踏まえ、本市が決定した者をいう。 

代表企業 応募者のうち、代表して入札手続等を行う企業をいう。 

構成員 応募者のうち、運営事業者となる特別目的会社に出資する企業を

いう。 



 

 

共同企業体構成員 応募者のうち、建設事業者である共同企業体へ参加する企業をい

う。 

協力企業 応募者のうち、運営事業者となる特別目的会社に出資しない企業

をいう。 

地元企業 本市に本社又は本店を有する企業をいう。 

事業者選定委員会 本市が設置する「大村市新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委

員会」をいう。 

入札説明書等 本事業の入札公告に際して配布する入札説明書、要求水準書、落

札者決定基準、基本協定書（案）、基本契約書（案）、建設工事請負

契約書（案）、運営業務委託契約書（案）、提出書類の作成要領、様

式集などの書類を総称していう。 

入札説明書 本事業の入札に参加する者に対して、本市が事業条件や参加手続

等を説明するための書類をいう。 

要求水準書 要求水準書（第Ⅰ編 設計・建設工事編）及び要求水準書（第Ⅱ編 

運営業務編）を総称していう。 

基本協定 事業契約の締結に向けた双方の協力について定めることを目的と

して、本市と落札者が締結する協定をいう。 

事業契約 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約の

総称をいう。 

基本契約 本事業を事業者に一括で発注するために、本市と落札者及び落札

者が設立する運営事業者で締結する契約をいう。 

建設工事請負契約 本事業の設計及び建設工事の実施のために、基本契約に基づき、

本市と建設事業者が締結する契約をいう。 

運営業務委託契約 本事業における運営業務の実施のために、基本契約に基づき、本

市と運営事業者が締結する契約をいう。 

交付金等 循環型社会形成推進交付金制度及び循環型社会形成推進交付金制

度以外の制度により、本事業の実施に要する経費に充てるため国

から交付される交付金及び補助金をいう。 

従業者 本施設を運営する者（運転要員を含む。）をいう。 

売電収入 本施設から発生する余剰電力の売却収入をいう。 

処理生成物 本施設から排出される焼却主灰、飛灰等の残さをいう。 

要求性能 要求水準書及び事業提案書が定める本施設が備えているべき性能

及び機能をいう。 

業務水準 要求水準書及び事業提案書が定める運営業務の履行水準をいう。 

運転停止型減額措置 異常事態の発生、計画外でのごみ処理の停止又はその他運営事業

者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行等により、ごみ処理

を停止した場合の減額措置をいう。 

運転継続型減額措置 ごみ処理を継続できるが、業務水準が未達又は運営業務委託契約

に基づく債務の不履行に至ったと本市が判断した場合の減額措置

をいう。 

地元雇用者 従業者のうち、本市に3か月以上居住（住民登録があることを条件

とする。）している者をいう。 
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第1節 入札説明書の位置付け 

本入札説明書は、本事業を実施する事業者選定のための総合評価一般競争入札方式（地方

自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の２）に適用するものであり、本事

業に係る入札公告に基づく事業者の募集及び選定等については、入札説明書等及びこれらに

関する質問回答により実施する。 

応募者は、入札説明書等の内容を十分理解した上で、必要な書類等を作成すること。 
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第2節 事業の概要 

1 事業名称 

大村市新ごみ処理施設整備・運営事業 

 

2 本事業の対象となる公共施設等の種類 

一般廃棄物処理施設 

 

3 公共施設等の管理者 

大村市長 園田 裕史 

 

4 事業目的 

本市は、以下に示す 4つの整備・運営コンセプトに基づき、本施設の整備を進めている。 

本事業は、民間企業の経営能力及び技術的能力を活用することにより、本施設の効率的か

つ効果的な設計・建設及び運営を行い、将来にわたり安全で安定したごみの適正処理、循環

型社会を構築するためのエネルギー回収を進めることを目的とする。 

 

１ 安全・安心で安定性に優れた施設とする 

○将来に渡って安定的な稼働が可能な施設とする 

○事故等を未然に防ぎ、安全性に優れた施設とする 

○容易に維持管理ができ、長期的な施設利用が可能で安定性に優れ、コストを低減できる

施設とする 

 

２ 循環型社会形成に資する施設とする 

○３Rに基づき適正処理・処分する廃棄物処理システムを構築する施設とする 

○資源循環、省エネルギー化を実現し、地域のエネルギーセンターとして活用できる施設

とする 

○環境学習や環境啓発を実施し、環境問題について市民の理解を深めることができる施設

とする 

 

３ 災害への対応が可能な施設とする 

○有事に対しても耐えうる強靭な施設とし、災害廃棄物も円滑に処理できる施設とする 

○災害時に避難拠点としての機能を担え、防災活動を支援できる施設とする 

 

４ 環境へ配慮した施設とする 

○環境負荷を低減し、エネルギー回収を最大限化し効率よく利活用できる施設とする 

○周辺環境と調和し、景観及び美観に配慮した施設とする 
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5 本事業対象施設の概要 

本事業対象施設の概要を示す。 

項目 概 要 

事業実施場所 大村市森園町 1470 番地（現大村市環境センター敷地内） 

エ ネ ル ギ ー 

回収型廃棄物

処 理 施 設 

処 理 対 象 物 燃やせるごみ、破砕・選別処理可燃残渣 

処 理 方 式 全連続燃焼式ストーカ炉 

施 設 規 模 128t/24h（64t/24h×2 炉） 

エネルギー回収率 18.0％以上 

そ の 他 

関 連 施 設 等 

管理棟、計量棟、洗車場、駐車場、構内道路、燃料貯蔵所、配管、構内

サイン、構内照明、植栽、外構 等

6 事業方式 

本事業は、本施設の設計・建設及び運営・維持管理を事業者が一括して行う DBO 方式によ

り実施する。 

落札者のうち、建設事業者は本施設の設計・建設工事を行う。さらに、落札者は特別目的

会社を設立し、特別目的会社が運営会社として本施設の運営業務を実施する。 

7 契約の形態 

本市と落札者は、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の締結に向けた双方

の協力義務等を規定した基本協定を速やかに締結する。 

本市は、事業者と相互に協力し、本事業を円滑に実施するため本事業に係る基本契約を締

結する。また、基本契約に基づいて、事業者のうち建設事業者と本事業に係る建設工事請負

契約を、運営事業者と本事業に係る運営業務委託契約を締結する。 

8 事業期間 

事業期間は次のとおりである。 

(1) 設計・建設工事期間

事業契約締結日から令和 12 年 6 月 30 日まで

(2) 運営業務期間

令和 12 年 7 月 1日から令和 32 年 3 月 31 日まで

9 事業期間終了後の措置 

本市は、40 年以上にわたって本施設を使用する予定である。 

事業者は、本市が 40 年以上にわたって本施設を使用することを前提として設計・建設工事

及び運営業務を行うこと。また、事業者は、事業期間終了時に本市が定める引渡し時におけ

る本施設の要求水準を満足する状態に保って、本市に引き継ぐものとする。 
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10 事業の対象となる業務範囲 

事業者及び本市が行う業務の範囲は次のとおりとする。 

(1) 事業者が行う業務

ア 本施設の設計・建設に関する業務

(ア) 本施設の設計・建設

(イ) 本市が提示する調査結果以外に必要となる事前調査

(ウ) 本市の交付金等申請支援

(エ) 設計・建設に係る許認可申請（本市への支援含む。）

(オ) 近隣対応（建設事業者の実施する業務に起因するもの）

イ 本施設の運営に関する業務

(ア) 運転管理業務

(イ) 維持管理業務

(ウ) 測定管理業務

(エ) 防災管理業務

(オ) 関連業務

(カ) 情報管理業務

(キ) 近隣対応（運営事業者が実施する業務に起因するもの）

ウ その他これらを実施する上で必要な業務

(2) 本市が行う業務

ア 本施設の設計・建設に関する業務

(ア) 本施設の交付金等申請手続

(イ) 設計・建設に係る許認可申請（本市による実施が必要なもの）

(ウ) 本施設の設計・建設モニタリング

(エ) 近隣対応（建設事業者の実施する業務に起因するもの以外）

(オ) 本施設の基幹的設備改良工事

イ 本施設の運営に関する業務

(ア) 本施設への処理対象物の搬入

(イ) 処理生成物の運搬

(ウ) 処理生成物の資源化及び処分

(エ) 運営モニタリング

(オ) 行政視察対応

(カ) 近隣対応（運営事業者の実施する業務に起因するもの以外）

ウ その他これらを実施する上で必要な業務 

11 関係法令等の遵守 

本市及び事業者は、本事業を実施するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和 45 年法律第 139 号）をはじめ必要な関係法令、条例、規則、要綱等を遵守しなければなら

ない。 
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第3節 入札に関する事項 

1 入札に関するスケジュール 

本事業の入札に関するスケジュールは、次のとおり予定している。 

内 容 日 程 

①入札公告及び入札説明書等の公表 令和 7年 4月 18 日（金） 

②現地見学会申込受付期限 令和 7年 4月 25 日（金） 

③現地見学会 
令和 7年 5月 8日（木） 

～5月 9日（金） 

④第 1回入札説明書等に関する質問の受付期限 

【入札参加資格に関する質問】 
令和 7年 5 月 9 日（金） 

⑤第 1回入札説明書等に関する質問の受付期限 

【入札参加資格以外に関する質問】 
令和 7年 5月 16 日（金） 

⑥第 1回入札説明書等に関する質問への回答公表 

【入札参加資格に関する質問】 
令和 7年 5月 23 日（金） 

⑦入札参加資格審査書類受付期限 令和 7年 6月 6日（金） 

⑧第 1回入札説明書等に関する質問への回答公表 

【入札参加資格以外に関する質問】 
令和 7年 6月 13 日（金） 

⑨入札参加資格審査結果通知 令和 7年 6月 20 日（金） 

⑩対面的対話用資料受付期限 令和 7年 7月 4日（金） 

⑪対面的対話 
令和 7年 7月 17 日（木） 

～7月 18 日（金） 

⑫第 2回入札説明等に関する質問の受付期限 令和 7年 7月 25 日（金） 

⑬第 2回入札説明等に関する質問への回答公表 令和 7年 8月 1日（金） 

⑭事業提案書及び入札書の受付期限 令和 7年 10 月 3 日（金） 

⑮事業提案に関する審査・最終候補者の選出 令和 7年 12 月下旬 

⑯落札者の決定・公表 令和 8年 1月上旬 

⑰基本協定締結 令和 8年 1月中旬 

⑱仮契約締結 令和 8年 2月 

⑲事業契約締結 令和 8年 3月 
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2 入札手続等 

(1) 入札公告及び入札説明書等の公表 

本市は、令和 7年 4月 18 日（金）に入札公告を行い、入札説明書等を本市のウェブサ

イトに公表する。入札説明書等について、所定の質問書以外による質問には一切応じな

い。  

 

(2) 現地見学会に関する申込書類の受付 

ア 申込書類 

(ア) 現地見学会への参加申込書（様式1-1） 

(イ) 現地見学会に係る誓約書（様式1-2） 

イ 申込期間 

本入札説明書等公表日から令和 7年 4月 25 日（金）17：00 まで（必着）とする。 

ウ 申込方法 

現地見学会への参加を希望する場合、入札参加希望者の代表企業が E-mail にて申し

込み、電話により申込書の到着確認を行うこと。 

エ 申込先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

オ 現地見学会の開催通知 

現地見学会を申し込んだ入札参加希望者の代表企業に対して、E-mail により現地見学

会の実施日程及び集合場所等を通知する。 

 

(3) 現地見学会の開催 

ア 対象 

現地見学会を申し込んだ入札参加希望者 

（「第 3節 2 (2) 現地見学会に関する申込書類の受付」参照） 

イ 実施日 

令和 7年 5月 8日（木）～5月 9日（金）とする。 

ウ 見学に当たっての注意事項 

(ア) 現地見学会は、原則として90分程度を1単位とし、各入札参加希望者につき1単位

までとする。 

(イ) 現地見学会への参加者数は、各入札参加希望者につき10名以内とする。 

(ウ) 見学に当たっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書（社員証又は保険

証。名刺は不可。）を参加者各自が持参すること。 
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(4) 第1回入札説明書等に関する質問受付及び回答 

ア 提出書類 

第 1回入札説明書等に関する質問書（様式 2-1～2-2） 

イ 提出期間 

(ア) 入札参加資格に関する質問 

本入札説明書等公表日から令和 7年 5月 9日（金）17：00 までとする。 

(イ) 入札参加資格以外に関する質問 

本入札説明書等公表日から令和 7年 5月 16 日（金）17：00 までとする。 

ウ 提出方法 

入札参加希望者の代表企業が Microsoft Excel 形式で E-mail により提出すること。

なお、本市が必要と認めた場合は、質問について直接確認を行うことがある。 

エ 提出先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

オ E-mailのタイトル及び質問書のファイル名 

(ア) 入札参加資格に関する質問について（様式2-1） 

「提出者名_第 1回入札説明書等に関する質問（入札参加資格）」 

(イ) 入札参加資格以外に関する質問について（様式2-2） 

「提出者名_第 1回入札説明書等に関する質問（入札参加資格以外）」 

※E-mail のタイトル及び質問書のファイル名を統一すること。 

※「提出者名」には、入札参加希望者の代表企業名（株式会社は省略のこと。）を記

入のこと。また、「提出者名」の直後は「アンダーバー(_)」とすること。なお、可

能な限りファイル名への機種依存文字の使用を控えること。 

カ 到達の確認方法 

質問書を提出した者は、電話により質問書の到着確認を行うこと。 

キ 回答の公表 

(ア) 公表方法 

a 入札参加資格に関する質問への回答 

令和 7年 5月 23 日（金）17：00 までに本市のウェブサイトにて公表する。 

b 入札参加資格以外に関する質問への回答 

令和 7年 6月 13 日（金）17：00 までに本市のウェブサイトにて公表する。 

(イ) その他 

本事業に直接関係しないと本市が判断した質問には回答しない。 

また、入札参加希望者の特殊な技術、ノウハウ等に係る入札参加希望者の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある質問については、公表せず、

入札参加希望者に対して個別に回答する場合がある。 
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(5) 入札参加資格審査に関する提出書類の受付 

ア 提出書類 

(ア) 入札参加資格審査申請書（様式3-1） 

(イ) 応募者の構成（様式3-2） 

(ウ) 委任状（代表企業）（様式3-3） 

(エ) 入札参加資格要件確認書 （様式3-4～3-6） 

(オ) 建設工事共同企業体協定書の写し（必要に応じて）（様式3-7） 

(カ) 技術者の配置に係る誓約書（様式3-8） 

(キ) 返信用封筒（申請者の住所地及び名称を記載し、返信用切手を貼付）1枚 

(ク) 本市から連絡するときの窓口となる担当者の名刺1枚 

イ 提出期間 

本入札説明書等公表日から令和 7年 6月 6日（金）17：00 まで（必着）とする。 

ウ 提出方法 

封入物の鑑には「入札参加資格審査書類 在中」と朱書きし、応募者の代表企業が持

参又は配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は FAX による提出は認めない。 

エ 提出先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

オ 結果通知 

入札参加資格審査結果は、令和 7年 6月 20 日（金）までに応募者の代表企業に書面

等で通知する。その際、事業提案書の作成に必要となる応募者番号を交付する。 

カ 入札参加審査結果理由の説明請求 

入札参加審査の結果、入札参加資格が認められなかった応募者は、その理由の説明を

本市に求めることができる。 

入札参加審査結果理由の説明を求める場合は、以下のとおり実施する。 

(ア) 提出書類 

入札参加審査結果理由の説明を求める書面（自由様式） 

(イ) 提出期間 

本市が入札参加資格審査結果を通知した日の翌日から 14 日以内（必着。土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）とする。 

(ウ) 提出方法 

応募者の代表企業が持参又は配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は

FAX による提出は認めない。 

(エ) 提出先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

(オ) 回答方法 

本市は、説明を求められた場合、応募者の代表企業へ書面により回答する。 

キ その他 

(ア) 提出期限に遅れた入札参加資格審査に関する提出書類は受け付けない。 
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(イ) 提出時には、身分証明書（社員証又は保険証。名刺は不可。）の提示を求める場合

がある。 

 

(6) 対面的対話に関する提出書類の受付 

ア 提出書類 

(ア) 対面的対話の参加申込書（様式4-1） 

(イ) 対面的対話用資料 

a 全体処理フロー図（様式4-2） 
b 全体配置・動線計画（工事中の配置・動線計画を含む。）（様式4-3） 

c 機器配置図及び断面図（様式4-4） 

d 設計・建設期間の工程（様式4-5） 

e 対面的対話における質問事項（様式4-6） 

イ 提出期間 

入札参加資格審査結果の通知日から令和 7年 7月 4日（金）17：00 まで（必着）とす

る。 

ウ 提出方法 

入札参加資格が認められた応募者からの提出書類のみ受け付ける。 

入札参加資格が認められた応募者は、対面的対話に必ず参加するものとし、応募者の

代表企業が持参又は配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は FAX による提出は

認めない。 

エ 提出先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

オ 対面的対話の開催通知 

応募者の代表企業に対して、令和 7年 7月 9日（水）までに書面により対面的対話の

実施日程及び集合場所等を通知するとともに、対面的対話の実施要領を送付する。 

 

(7) 対面的対話の開催 

ア 対象 

入札参加資格が認められた応募者 

イ 実施日 

令和 7年 7月 17 日（木）～7月 18 日（金）とする。 

ウ 質問事項の取扱 

公平性及び透明性を確保する観点から、対面的対話終了後、応募者は対面的対話にお

ける質問事項（様式 4-6）及び対面的対話当日の質問事項を、第 2回入札説明書等に関

する質問書（様式 2-3）に記入して提出すること。 

エ 対面的対話実施に当たっての注意事項 

(ア) 対面的対話は、応募者による事業の位置付けや特徴の理解促進及び要求水準未達

の防止と創意工夫の発揮を目的としたものである。応募者は、対面的対話の内容を
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踏まえ、本施設整備における基本方針に沿って事業提案書を作成できるように心が

けること。 

(イ) 対面的対話は本市と応募者で実施する。 

(ウ) 対面的対話は、原則として午前又は午後の90分程度を1単位とし、各参加者1単位

までとする。 

(エ) 対面的対話への参加者数は、各応募者につき10名以内とする。 

(オ) 対面的対話の実施方法等は、応募者へ送付する実施要領により通知する。 

 

(8) 第2回入札説明書等に関する質問受付及び回答 

ア 提出書類 

第 2回入札説明書等に関する質問書（様式 2-3） 

イ 提出期間 

対面的対話実施日から令和 7年 7月 25 日（金）17：00 までとする。 

ウ 提出方法 

入札参加資格が認められた応募者からの提出書類のみ受け付ける。 

応募者の代表企業が Microsoft Excel 形式で E-mail により提出すること。なお、本

市が必要と認めた場合は、質問について直接確認を行うことがある。 

エ 提出先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

オ E-mailのタイトル及び質問書のファイル名 

「提出者名_第 2回入札説明書等に関する質問」 

※E-mail のタイトル及び質問書のファイル名を統一すること。 

※「提出者名」には、応募者の代表企業名（株式会社は省略のこと。）を記入のこと。

また、「提出者名」の直後は「アンダーバー(_)」とすること。なお、可能な限りファ

イル名への機種依存文字の使用を控えること。 

カ 到達の確認方法 

質問書を提出した者は、電話により質問書の到着確認を行うこと。 

キ 回答の公表 

(ア) 公表方法 

令和 7年 8月 1日（金）17：00 までに本市のウェブサイトにて公表する。 

(イ) その他 

本事業に直接関係しないと本市が判断した質問には回答しない。 

また、応募者の特殊な技術、ノウハウ等に係る応募者の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがある質問については、公表せず、応募者に対して個

別に回答する場合がある。 
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(9) 事業提案書及び入札書の受付 

ア 提出書類 

「提出書類の作成要領」に規定する様式による。 

イ 提出期間 

対面的対話実施日から令和 7年 10 月 3 日（金）17：00 まで（必着）とする。 

ウ 提出方法 

入札参加資格が認められた応募者からの提出書類のみ受け付ける。 

封入物の鑑には「事業提案書及び入札書 在中」と朱書きし、応募者の代表企業が持

参又は配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は FAX による提出は認めない。 

エ 提出先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照。 

オ 応募者ヒアリング 

本市は、事業提案書を提出し、基礎審査に合格した応募者を対象に、応募者の提案内

容に関するヒアリングの実施を予定している。 

ヒアリングの詳細については、別途、事業提案書及び入札書を提出した応募者の代表

企業に対して、書面で通知する。 

カ 開札 

開札場所、開札日時、開札への立会い等については、別途、本市が事業提案書及び入

札書を提出した応募者の代表企業に通知する。 

(ア) 開札時期 

令和 7年 12 月下旬 

(イ) 開札場所 

本市が指定する場所 

キ 入札結果の通知 

事業提案書及び入札書を提出した応募者の代表企業に対して、令和 8年 1月上旬に書

面で通知する。入札結果の概要については本市のウェブサイトにて公表する。 

ク 入札結果理由の説明請求 

入札の結果、落札者とならなかった応募者は、その理由の説明を本市に求めることが

できる。 

入札結果理由の説明を求める場合は、以下のとおり実施する。 

(ア) 提出書類 

入札結果理由の説明を求める書面（自由様式） 

(イ) 提出期間 

本市が入札結果を通知した日の翌日から 14 日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）（必着）とする。 

(ウ) 提出方法 

応募者の代表企業が持参又は配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は

FAX による提出は認めない。 

(エ) 提出先 
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「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

(オ) 回答方法 

本市は、説明を求められた場合、応募者の代表企業へ書面により回答する。 

ケ その他 

(ア) 提出期限に遅れた事業提案書に関する提出書類は受け付けない。 

(イ) 提出時には、身分証明書（社員証又は保険証。名刺は不可）の提示を求める場合

がある。 

 

(10) 入札に関する留意事項 

ア 入札説明書等の承諾 

応募者は、「入札参加資格審査申請書（様式 3-1）」の提出をもって、入札説明書等の

記載内容を承諾したものとする。 

イ 応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 

ウ 提出書類の取扱い 

(ア) 事業提案書及び入札書の変更等の禁止 

事業提案書及び入札書の変更、差替え又は再提出を認めない。また、理由のいか

んにかかわらず返却しない。ただし、本市が必要と認めた場合はこの限りではな

い。 

(イ) 著作権 

提出書類の著作権は、応募者に帰属することとするが、審査結果の公表において

必要な場合、応募者と事前に協議した上で、本市が公表等を行うことができるもの

とする。 

(ウ) 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、

維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負

う。 

エ 資料の取扱い 

本市が提供する資料は、本事業の入札に係る検討以外の目的に使用することはできな

い。 

オ 使用言語、単位及び時刻 

入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4年法律第 51 号）に定め

るもの、通貨単位は円（日本国通貨）、時刻は日本標準時とする。ただし、「提出書類の

作成要領」及び各様式において、特別に指定した場合はこの限りではない。 

カ 入札の辞退 

応募者は、事業提案書及び入札書の提出期限までは、入札を辞退することができる。 

(ア) 提出書類 

入札辞退届（様式 3-9） 
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(イ) 提出期間 

本入札説明書等公表日から令和 7年 10 月 3 日（金）17：00 まで（必着）とする。 

(ウ) 提出方法 

応募者の代表企業が持参又は配達証明付郵便により提出すること。E-mail 又は

FAX による提出は認めない。 

(エ) 提出先 

「第 3節 4 入札に関する担当部署」参照 

(オ) その他 

a 入札辞退の撤回はできないものとする。 

b 提出時には、身分証明書（社員証又は保険証。名刺は不可）の提示を求める場合が

ある。 

キ 入札無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(ア) 入札説明書に規定する入札参加資格のない者が行った入札 

(イ) 入札参加資格審査に関する提出書類に記載された応募者以外の者が行った入札 

(ウ) 談合その他不正行為があったと認められる入札 

(エ) 応募者の記名並びに応募者の代理人の署名及び押印を欠く入札又は入札事項を明

示しない入札 

(オ) 事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札 

(カ) 同一事項に対し2通以上の書類提出がなされた入札 

(キ) その他入札説明書等において示した入札条件に違反した入札 

ク 入札の中止等 

本事業の入札手続に関して本市が必要と認めたときは、入札の執行を取りやめること

ができる。 

ケ その他 

入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、本

市は応募者の代表企業に通知することとする。 
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3 入札参加資格要件 

応募者は、次の資格要件を全て満たすこと。本市は、応募者の資格の確認を行うために入

札参加資格審査を実施する。 

(1) 応募者の構成等 

ア 応募者は、設計・建設工事及び運営業務を実施する予定の複数の企業で構成する企業

グループとする。 

イ 応募者は、設計・建設工事において共同企業体を組織することができる。 

ウ 応募者の企業グループの中から「第3節 3 (2) イ (ア) 本施設のプラントの設

計・建設を行う者の要件」を満たす1者を「代表企業」として定めるとともに、当該代

表企業が応募手続を行うこととする。 

エ 応募者は、構成員と協力企業から構成されるものとする。なお、代表企業は構成員と

する。また、構成員のみで構成することも可とする。 

オ 構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、特段の事情があると本市が認めた場

合は、この限りではない。 

カ 構成員又は協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。 

キ 構成員又は協力企業が複数の企業等で構成される者である場合には、これらを構成す

る者についても他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。 

ク 構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者の構

成員又は協力企業となることは認めない。なお、「資本関係又は人的関係のある者」と

は、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう（以下同じ。）。 

(ア) 資本関係がある場合 

以下の a 又は b のいずれかに該当する二者の場合 

a 親会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条4号及び会社法施行規則（平成18年法

務省令第12号）第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にあ

る場合 

b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(イ) 人的関係がある場合 

以下の a 又は b のいずれかに該当する二者の場合。なお、以下でいう役員とは、

社外役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他全ての役員

を指す。 

a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法（平成14年法律第154号）第67条第1

項又は民事再生法（平成11年法律第225号）第64条第2項の規定により選任された管

財人を現に兼ねている場合 

(ウ) その他落札者の決定の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記(ア) 又は(イ) と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ

る場合 

ケ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。 
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(2) 応募者等の入札参加資格要件 

ア 共通の入札参加資格要件 

応募者は、本市の入札参加資格者名簿（令和 7年度及び令和 8年度）に登録されてい

る者で構成すること。 

イ 各業務を行う者の要件 

応募者は、本事業の設計・建設工事及び運営業務の各業務を行う者として、以下の

(ア) から(ウ) までの各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件

を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。 

(ア) 本施設のプラントの設計・建設を行う者の要件 

本施設のプラントの設計・建設を行う者は、代表企業とし、次の要件を全て満た

すこと。 

a 建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定による清掃施設工事の許可を

受けており、入札参加資格審査書類受付期限時点における最新の総合評定値（P）

が、清掃施設1,000点以上であること。 

b 大村市入札参加資格審査申請（令和7年度及び令和8年度）を受け、清掃施設工事に

係る競争入札への参加資格が認められている者であること。 

c 地方公共団体又は組合等から元請けとして次の要件を全て満たす一般廃棄物処理施

設の建設工事をDBO方式により受注した実績を有すること。 

(a) 平成28年4月1日以降に竣工した施設 

(b) 施設規模が1炉当たり60t/日以上かつ炉構成が2炉以上の施設 

(c) ストーカ式焼却方式による全連続式運転の施設 

(d) ボイラー・タービン式発電設備を設置した施設 

d 建設工事期間において、建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格証

（清掃施設工事業）の交付を受けている者であって、同法第26条の5から第26条の7

までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者を本工事に専任で

配置できること。 

(イ) 本施設の建築物等の設計・建設を行う者の要件 

本施設の建築物等の設計・建設を行う者は、構成員又は協力企業とすること。当

該業務を複数の構成員又は協力企業で実施するものとし、少なくとも 1者が次の要

件を全て満たすこと。 

a 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録の

登録を行っていること。 

b 建設業法第3条第1項に規定する建築一式工事の許可を受けており、入札参加資格審

査書類受付期限時点における最新の総合評定値（P）が、建築一式工事1,000点以上

であること。 

c 大村市入札参加資格審査申請（令和7年度及び令和8年度）を受け、建築一式工事の

認定を受けていること。 

d 建設工事期間において、建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格証

（建築工事業）の交付を受けている者であって、同法第26条の5から第26条の7まで
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の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者を本工事に専任で配置

できること。 

e 一般廃棄物処理施設（ボイラー・タービン式発電設備付）の建築物に係る建設工事

を元請又は共同企業体構成員として施工した実績を有する者。なお、共同企業体構

成員としての実績は、共同施工方式（甲型JV）の場合においては、出資比率が20％

以上の者であること。 

(ウ) 本事業の運営を行う者の要件

本事業の運営を行う者のうち、運営事業者は、「第 6節 5 特別目的会社の設

立」で規定する特別目的会社とすること。 

また、運営業務のうち、運営事業者から本施設の運転・維持管理を受託する者

は、構成員又は協力企業とし、少なくとも 1者が次の要件を全て満たすこと。 

a 次の要件を全て満たす一般廃棄物処理施設の運転・維持管理を元請け（応募者の構

成員が出資した特別目的会社から直接受託したものを含む。）として受注し、DBO方

式により運転・維持管理を1年間以上実施した実績を有すること。 

(a) 平成28年4月1日以降に竣工した施設

(b) ストーカ式焼却方式による全連続式運転の施設

(c) ボイラー・タービン式発電設備を設置した施設

b 本施設の運営に当たって事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できる

こと。 

c 廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設）の資格を有し、現場総括責任者として

経験を有する技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者とし

て運営開始後2年間以上配置できること。 

ウ 応募者の制限

次のいずれかに該当する者は、構成員又は協力企業となることはできない。

(ア) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者

(イ) 大村市入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止措置等を入札参加資格

審査書類受付期限までの間に受けている者

(ウ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(エ) 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納

している者

(オ) 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、

経営状況が著しく不健全であると認められる者

(カ) 会社法第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされている者

(キ) 会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者

(ク) 民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者

(ケ) 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は同法第19条による破産の申立てがなさ

れている者



 

17 

(コ) 自己又は自社の役員が大村市暴力団排除条例（平成24年大村市条例第17号）第2条

に規定による暴力団又は暴力団員に該当する者（暴力団又は暴力団員でなくなった

日から5年を経過しない者を含む。） 

(サ) 建設業を営む者で、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加

入義務がある者にあっては、社会保険等に未加入の者 

(シ) 本市が本事業の検討に関して業務を委託した次に示す者と資本関係又は人的関係

のある者 

・大村市新ごみ処理施設整備発注仕様書作成業務委託の受託者 

八千代エンジニヤリング株式会社 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

(ス) 本市が設置する事業者選定委員会の委員が所属する企業 

エ 参加資格の確認 

(ア) 参加資格確認基準日は入札参加資格審査書類提出日とする。各証明書類の有効期

限は、参加資格確認基準日から起算して3ヶ月以内とする。 

(イ) 入札参加資格審査書類受付期限から落札者決定日までの間に応募者の構成員又は

協力企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は当該応募者を落札者決定のため

の審査対象から除外することがある。 

(ウ) 落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落

札者の構成員又は協力企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は落札者決定を

取り消すことがある。この場合において、本市は、落札者決定を取り消した応募者

に対して一切の費用負担を負わないものとする。 

(エ) 上記(イ) 又は(ウ) に該当する可能性がある場合であって、代表企業以外の構成

員又は協力企業が入札参加資格を欠いた場合、代表企業が速やかに本市へ申出を行

い、本市がやむを得ない事情であると判断した場合に限り、代表企業以外の構成員

又は協力企業の変更（事業提案書提出時の構成員又は協力企業と同等以上の資格を

有する企業への変更に限る。）を認める場合がある。 

 

4 入札に関する担当部署 

担 当 部 署：大村市 市民環境部 環境センター 新環境センター整備室 

住 所：〒856-0815 長崎県大村市森園町 1470 番地 

電 話：0957-54-9656 

F A X：0957-52-8683 

電子メール：kcseibi@city.omura.nagasaki.jp 
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第4節 応募者の審査及び落札者の決定 

1 審査機関 

本市は、応募者の事業提案の審査を公平に専門的知見に基づいて実施するための機関とし

て、次の委員により構成する事業者選定委員会を設置する。 

本入札説明書の公表から落札者の決定に関する公表までの期間に、本市が設置する審査機

関の委員に対し、本入札に関して自己を有利又は他の応募者を不利にする働きかけを行った

者は失格とする。 

 

事業者選定委員会 

委員名 所属／役職 

朝倉 宏（アサクラ ヒロシ） 長崎大学大学院総合生産科学域／教授 

鳥居 修一（トリイ シュウイチ） 
久留米工業大学機械システム工学科／特別

教授 

八鍬 浩（ヤクワ ヒロシ） （公社）全国都市清掃会議／技術部長 

岩永 宏平（イワナガ コウヘイ） 
（一財）日本環境衛生センター西日本支局／

常勤顧問 

山下 健一郎（ヤマシタ ケンイチロウ） 大村市／副市長 

石山 光昭（イシヤマ ミツアキ） 大村市市民環境部／部長 
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2 落札者の決定方法 

(1) 入札参加資格審査 

入札参加資格審査に関する提出書類について審査を行い、入札参加資格要件の具備を確

認する。 

 

(2) 事業提案審査 

ア 基礎審査 

基礎審査は、入札参加資格審査の結果、入札参加資格が認められた応募者から提出さ

れた提案内容が本市の要求する水準を満足するものであることについて確認を行うもの

である。 

提案内容が本市の要求する水準を満足するものであることについて確認された応募者

のみ次段階の非価格要素審査及び価格審査に進むこととする。 

イ 非価格要素審査 

基礎審査において本市の要求する要件を満たした応募者を対象として、「落札者決定

基準」に基づき非価格要素について審査し、非価格要素点を決定する。 

ウ 価格審査 

予定価格を超過しない応募者の入札価格について、「落札者決定基準」に定める算定

式により価格点を算出する。予定価格を超過した入札を行った応募者は失格とする。 

本事業の予定価格は次のとおりである。 

予定価格       ：33,728,420,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 参考内訳 

設計・建設工事費 ：20,581,110,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

運営業務委託費  ：13,147,310,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

入札書比較価格    ：30,662,200,000 円（予定価格の 110 分の 100 の額） 

 参考内訳  

設計・建設工事費 ：18,710,100,000 円（予定価格の 110 分の 100 の額） 

運営業務委託費  ：11,952,100,000 円（予定価格の 110 分の 100 の額） 

 

エ 総合評価及び落札者の決定 

事業者選定委員会は、非価格要素点と価格点から落札者決定基準に定める総合評価に

より落札候補者を選定する。その結果に基づき本市が落札者を決定し、応募者の代表企

業に書面で入札結果の通知を行う。  
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第5節 本事業に関する提示条件 

1 事業者の収入 

本事業における事業者の収入は次のとおりとする。詳細については、「入札説明書添付資料

4 対価の構成及び支払方法」及び「入札説明書添付資料 5 モニタリング及び対価の減額」

に定める。 

 

(1) 本施設の設計・建設工事に係る対価 

本市は、本施設の設計・建設工事の対価として、設計・建設工事費を建設事業者に支払

う。 

 

(2) 本施設の運営業務に係る対価 

本市は、本施設の運営業務の対価として、運営業務委託費を運営事業者に支払う。 

 

(3) 支払の減額等 

本市は、事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求性能を満たしていな

いことが判明した場合は、契約金額の減額等を行うことがある。 

 

2 余熱利用計画 

運営事業者は、焼却による熱エネルギーを利用した発電を行い、本施設、事業敷地内既存

施設及び将来整備予定のマテリアルリサイクル推進施設、周辺公共施設（屋内プール）への

電力供給を行うとともに、余剰電力を電力事業者へ売却する。 

また、周辺公共施設（屋内プール）へは温水により余熱（3GJ/h 程度を想定）も供給す

る。 

なお、運営事業者は、エネルギー回収率 18.0％以上を達成するとともに、事業期間を通じ

た売電電力量ができる限り多くなるように努めること。 

 

3 売電収入の帰属先 

運営業務期間における売電収入は本市に帰属するものとするが、運営事業者は当該売電収

入の向上を十分考慮し、運営業務を行う。なお、設計・建設工事期間に実施する試運転にお

いて売電収入が生じた場合、当該売電収入は建設事業者に帰属するものとする。 

 

4 本市が適用を予定している交付金等について  

本市は、本事業の実施に関して、交付金の適用を予定している。交付金の申請等の手続は

本市において行うが、建設事業者は申請手続に必要な書類の作成等について本市を支援する

ものとする。 

 

5 保険 

事業者は、第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。 



 

21 

事業者が付保する保険の詳細は、「入札説明書添付資料 6 事業者が付保する保険」に定め

る。なお、本市が提示した保険以外の保険を提案し、付保することを妨げない。 

 

6 本施設が長期停止し処理ができない場合の対応 

要求性能未達によって本施設が長期停止し、処理ができない場合は、運営事業者の責任に

おいて他の処理方法を検討し、本市と協議の上、運営事業者の負担にて処理を実施するこ

と。なお、本施設以外のごみ処理施設等へごみを運搬する場合の費用は、本市内の運搬相当

分（当該年度における本施設への 1日当たり運搬費用の平均に基づいて算出）を本市が負担

し、その他を運営事業者が負担するものとする。 

 

7 地元雇用や地元企業の活用 

事業者は、本事業の実施に当たり、本市の人材の雇用に配慮するとともに、関係法令等に

基づく雇用基準等を遵守すること。 

また、下請人等を選定する際は、地元企業を優先し、選定するよう努めること。ただし、

工事の性質等により地元企業に発注することが適当でない場合は、本市に支社、支店及び営

業所を有する企業を優先し、選定するよう努めること。なお、資機材等の調達、納品等にお

いても同様とし、積極的に地元企業の活用に努めるものとする。 

 

8 想定されるリスクの分担 

(1) 基本的な考え方 

本事業におけるリスク分担の考え方は、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すた

め、本市と事業者が適正にリスクを分担することとする。原則として事業者がリスクを負

うものとするが、本市が分担すべき合理的な理由があるリスクについては、本市がリスク

を負うこととする。 

 

(2) 想定されるリスクの分担 

本市と事業者のリスク分担の基本的な考え方を「入札説明書添付資料 7 リスク分担

表」に示す。なお、リスク分担の詳細は、各事業契約書（案）において定める。 
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第6節 落札者決定後の手続及び契約に関する事項 

事業契約に関する契約スキームの概要については、「入札説明書添付資料 3 契約スキーム

（例）及び役割分担概念図」の「1 契約スキーム（例）」に示すとおりである。 

 

1 基本協定の締結 

落札者決定後、本市と落札者は速やかに事業契約の締結に向けた相互の協力義務、特別目

的会社の設立等について規定した基本協定を締結する。 

 

2 契約内容の協議 

本市と落札者は、基本協定締結後、基本契約、設計・建設工事請負契約、運営業務委託契

約の締結に向け、契約内容について協議する。なお、契約内容の協議は、契約書案の詳細の

協議を行うものであり、入札説明書等に規定された内容及び条件の変更を行うものではな

い。 

 

3 接続検討の申込み 

落札者決定後、落札者は、一般送配電事業者に対して速やかに接続検討の申込みを行わな

ければならない。また、落札者は、接続検討の申込み結果（一般送配電事業者へ支払う負担

金額等）を本市に報告すること。なお、接続検討の申込みに係る検討料は落札者の負担とす

る。 

 

4 事業契約の締結 

(1) 基本契約 

対 象 者：建設事業者及び運営事業者 

締結時期：令和 8年 1月以降に仮契約を締結する。本仮契約は設計・建設工事請負契約締

結の議決を効力発生条件とするものとし、令和 8年 3月（予定）に正式契約と

なる。 

 

(2) 設計・建設工事請負契約 

対 象 者：建設事業者 

締結時期：令和 8年 2月以降に仮契約を締結する。本仮契約は令和 8年 3月（予定）に開

催する議会の議決を経て正式契約となる。 

 

(3) 運営業務委託契約 

対 象 者：運営事業者 

締結時期：令和 8年 2月以降に仮契約を締結する。本仮契約は設計・建設工事請負契約締

結の議決を効力発生条件とするものとし、令和 8年 3月（予定）に正式契約と

なる。 
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5 特別目的会社の設立 

落札者決定後、落札者は、仮契約締結までに特別目的会社を設立しなければならない。な

お、特別目的会社は次の要件を全て満たさなければならない。また、構成員以外の者は特別

目的会社への出資をすることができない。 

ア 運営事業者の所在地は大村市内とすること。 

イ 応募者の企業グループのうち、代表企業の議決権付普通株式の保有割合は、設立時か

ら事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。 

ウ 運営事業者の定款において、会社法第326条第2項に従い監査役及び会計監査人の設置

を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を本市に提出すること。 

エ 運営事業者の株主は、本市の同意なくして運営事業者の株式の譲渡、これに対する担

保権の設定その他の処分を行わないこと。 

 

6 地位の譲渡等 

本市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務等を譲渡、

担保提供又はその他の方法により処分してはならない。 

 

7 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

大村市財務規則（昭和 39 年大村市、規則第 8号）第 106 条による。 

 

(2) 契約保証金等 

大村市財務規則第 94 条による。 
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第7節 公表資料の一覧 

本入札説明書と同時に公表する資料は、次のとおりである。 

 

1 入札説明書添付資料 

入札説明書添付資料 1 事業実施場所 

入札説明書添付資料 2 事業実施区域及び整備区域 

入札説明書添付資料 3 契約スキーム（例）及び役割分担概念図 

入札説明書添付資料 4 対価の構成及び支払方法 

入札説明書添付資料 5 モニタリング及び対価の減額 

入札説明書添付資料 6 事業者が付保する保険 

入札説明書添付資料 7 リスク分担表 

 

2 別添資料 

別添資料 落札者決定基準 

別添資料 基本協定書（案） 

別添資料 基本契約書（案） 

別添資料 設計・建設工事請負契約書（案） 

別添資料 運営業務委託契約書（案） 

別添資料 様式集 

別添資料 提出書類の作成要領 
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入札説明書添付資料 1 事業実施場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院（https://www.gsi.go.jp/top.html）より施設周辺地図を加工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） を加工 

 

事業実施場所 

建設予定地 

大村市環境センターごみ処理施設 

（既存施設） 大村市環境センターし尿処理施設 

（R8 解体・撤去予定） 

敷地境界 
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入札説明書添付資料 2 事業実施区域及び整備区域 
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入札説明書添付資料 3 契約スキーム（例）及び役割分担概念図 

 

1 契約スキーム（例） 

 

  
大村市

運営事業者から
本施設の運転・維持管理

を受託する者
【構成員又は協力企業】

落札者

特別目的会社
（SPC）

運営事業者

出資

出資
（構成員の場合）

委託

運営業務委託契約建設工事請負契約

基本協定 基本契約

建設事業者

本施設のプラントの
設計・建設を行う者

【代表企業】

本施設の建築物等の
設計・建設を行う者

【構成員又は協力企業】

出資
（構成員の場合）
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2 役割分担概念図 
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入札説明書添付資料 4 対価の構成及び支払方法 

 

1 対価の構成 

本事業において、本市が事業者に支払う対価の構成を表 1 に示す。 

 

表 1 対価の構成 

業務区分 対価の構成 対象業務 

設計・建設工事 設計・建設工事費 
①要求水準書（第Ⅰ編 設計・建設工事編）に示す工事等 

②関連する業務（事業者からの提案含む） 

運営業務 運営業務委託費 

本施設の運営に係る以下の業務 

①要求水準書（第Ⅱ編 運営業務編）に示す業務 

②上記に関連する業務（事業者からの提案含む） 

 

 

2 対価の算定方法 

本市が事業者に支払う対価の算定方法を表 2 に示す。 

 

表 2 対価の算定方法 

対価区分 対象費用 算定方法※1 

設計・建設工事費 
・設計・建設工事を行う上で

必要な全ての費用 

設計・建設工事費（円） 

＝設計・建設工事を行う上で必要な全ての費用 

運

営

業

務

委

託

費 

運営固定費 

・運転経費（光熱水費の基本

料金等） 

・維持管理費（修繕工事費、

測定管理費等） 

・人件費 

・その他経費（保険料、消耗

品費、印刷費、事務費、SPC

運営費等） 

各支払期の運営固定費（円） 

＝各年度提案固定費 (左記対象費用の合計

額)(円) ※2 

÷各年度の支払回数(12 回/年) 

運営変動費 

・光熱水費(基本料金除く) 

・燃料費 

・薬剤費 

・その他費用(合理的な理由

があるものに限る。) 

各支払期の運営変動費（円） 

＝各支払期の処理対象物搬入量（t）※3 

×運営変動費提案単価（円/t）※4 

※1 各支払期の委託費は、1 円未満を切り捨てるものとする。 

※2 運営業務期間全体を通して 1年間当たりの費用を可能な限り平準化すること。 

※3 ごみ計量機で計量した量（毎月の確定値）とし、単位は t、小数点以下第 2 位を四捨五入す

る（10kg 単位まで有効)。 

※4 年間変動費を計画ごみ処理量で除すことにより提案すること。  
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3 対価の支払い方法 

(1) 設計・建設工事に係る対価 

建設事業者は、建設工事請負契約書において定める内容により、各会計年度の支払限度

額の範囲において、前払金、部分払及び中間前払を請求できる。なお、各会計年度の支払

限度額は、事業提案書を基に設定するものとし、建設工事請負契約書作成時に通知する。 

 

(2) 運営業務に係る対価 

ア 支払回数 

運営業務に係る対価は、令和 12 年 7 月から令和 32 年 3 月 31 日までの 19 年 9 ヶ月に

わたり、運営事業者に対して月に 1回支払うものとする。 

運営業務に係る対価の支払回数を表 3 に示す。 

 

表 3 運営業務に係る対価の支払回数 

対価区分 支払い回数 支払い先 

運営業務委託費 

運営固定費 237 回（12 回/年×19 年＋9回） 運営事業者 

運営変動費 237 回（12 回/年×19 年＋9回） 運営事業者 

 

イ 請求書の提出及び支払 

運営事業者は、月間業務完了報告書を翌月 10 日までに本市へ提出し、本市の承諾を

受けること。なお、本市は、同報告書の提出を受けた日から 14 日以内に文書等により

結果を通知する。 

運営事業者は、本市から通知を受けた後、速やかに請求書を本市へ提出すること。本

市は、請求書を受理した日から 30 日以内に運営業務に係る対価を支払うものとする。 
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4 対価の改定 

(1) 設計・建設工事に係る対価 

建設工事請負契約書による。 

 

(2) 運営業務に係る対価 

ア 運営業務に係る対価は、物価変動による影響を考慮し、年に1回改定の確認を行う。

なお、初回の改定の確認は、運営業務開始の前年度（令和11年度）に実施する。 

イ 運営業務に係る対価の改定を行う場合、毎年9月末までに翌年度の運営業務に係る対

価を確定する。 

ウ 運営業務に係る対価の改定に当たっては、運営固定費、運営変動費の構成内容ごとに

表 4の改定に用いる指標に基づいて、当該指標の改定率を確認する。 

エ 改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、改定率が±1.5％を超える構成内容につ

いては対価の改定を行う。ただし、第1回目の対価の改定が行われるまでは、改定時の

指標と事業契約締結年度（令和7年度）の指標を比較する。なお、改定率に小数点以下

第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

オ 改定率を算定するための指数は、表 4に示す指標ごとに当該年度の9月1日時点で公表

されている直近一年間の平均値（小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。）を用いて求める。なお、事業契約締結年度（令和7年度）に

おける指数は、運営業務開始の前年度（令和11年度）に確認するものとする。 

カ 改定の対象となる費用については、次に示す算定式により見直しを行う。 

【算定式】 

Ｙ＝α×Ｘ 

Ｙ：改定後の当該費用（税抜） 

Ｘ：前回改定後の当該費用（税抜）※1 

α：改定率 

α＝改定時の指数／前回改定時の指数※2 ※3 

※1 第 1 回目の改定が行われるまでは、事業契約締結時の費用とする。 

※2 第 1回目の改定が行われるまでは、事業契約締結年度における指数とする。 

※3 指数の基準年が変更されるなどして指数の比較が困難になった場合、必要

に応じて本市と運営事業者で協議のうえリンク係数を設定し、調整を行う

ものとする。なお、リンク係数に小数点以下第 4位未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てるものとする。 

キ 運営事業者は、運営業務に係る対価の改定の有無に関わらず、本市へ書面により改定

の確認結果を報告すること。 

ク 運営業務に係る対価の改定に用いる指標は原則として変更しないが、市場の変動等に

より改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、本市と運営事業者で協議を行う

ものとする。 

ケ 実績ごみ質と計画ごみ質の間に差異が生じ、事業者の提案した単価が実態に整合しな

いと本市が認めた場合には、協議を行うものとする。 
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コ 運営業務期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、改正内容にあわせて本市

から運営事業者への支払いに係る消費税及び地方消費税を改定する。 

 

表 4 物価変動に基づく改定に用いる指標 

対価区分 
構成内容 

(改定の対象) 
使用する指標 

運
営
業
務
委
託
費 

運営 

固定費 

運転経費 
「消費税を除く国内企業物価指数／電力・都

市ガス・水道」（日本銀行調査統計局） 

維持管理費 
「消費税を除く国内企業物価指数／はん用

機器」（日本銀行調査統計局） 

人件費 

「毎月勤労統計調査地方調査／賃金指数（規

模 30 人以上）／調査産業計／現金給与総額

／名目（指数）」（長崎県） 

その他経費 
「消費税を除く企業向けサービス価格指数

／総平均」（日本銀行調査統計局） 

運営 

変動費 

運営 

変動費 

単価 

光熱水費単価 
実勢価格を参考として、本市と運営事業者が

協議し、本市が変更等を決定する。 

燃料費単価 

「消費税を除く国内企業物価指数／石油・石

炭製品／該当する燃料種類」（日本銀行調査

統計局） 

薬剤費単価 

「消費税を除く国内企業物価指数／化学製

品／無機化学工業製品」（日本銀行調査統計

局） 

その他費用 
「消費税を除く企業向けサービス価格指数

／総平均」（日本銀行調査統計局） 
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入札説明書添付資料 5 モニタリング及び対価の減額 

 

1 設計・建設工事に係る対価の減額措置 

(1) 設計・建設工事に係る地元発注金額 

設計・建設工事に係る地元発注金額は、設計・建設工事における地元企業への発注金額

である。設計・建設工事に係る地元発注金額は、二次下請までとし、発注金額の重複は認

めないものとする。地元企業から地元企業以外へ発注する場合の発注金額は、設計・建設

工事に係る地元発注金額に含まないものとする。 

 

(2) 建設事業者における地元発注金額の算出 

建設事業者は、事業提案書で提案した計画地元発注金額と実績地元発注金額を比較し、

計画地元発注金額の達成状況等をとりまとめた設計・建設工事地元発注金額達成状況報告

書を設計・建設工事期間中の毎年度末に本市へ提出する。 

 

(3) 設計・建設工事費の減額措置 

本市は設計・建設工事地元発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、設計・建設

工事期間を通じた総額において、実績地元発注金額が計画地元発注金額を下回った場合、

建設事業者は実績地元発注金額と計画地元発注金額との差額の 50％に相当する額を本市に

支払うものとする。 

ただし、計画地元発注金額の未達が建設事業者の責めに帰すことのできない事由に基づ

くことを建設事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、この限りではない。 

実績地元発注金額が計画地元発注金額を下回っていたかどうかの判断は、設計・建設工

事の最終年度末に実施する。 
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2 モニタリング 

(1) モニタリングの基本的な考え方 

入札公告時に本市が提示した要求水準書及び事業提案書に基づいて適正かつ確実な運営

業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定及び評価する。 

モニタリングにより業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断

した場合には、ごみ処理の停止、是正勧告及び運営業務に係る対価の減額等の措置を行う

ものとする。なお、これらの措置を講じることは、運営業務委託契約に基づく本市の契約

解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。 

 

(2) モニタリング方針 

モニタリングは、運営事業者が行うセルフモニタリングに基づく運営業務についての各

種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で本市が随時のモニタリングを行う

こととする。 

 

(3) モニタリングの実施 

ア モニタリング手法の確定の手続 

本市と運営事業者は、モニタリング手法を以下の手続に基づき合意して確定し、当該

モニタリング手法を運用するものとする。 

(ア) モニタリング手法は、設計・建設工事期間中に協議を開始し、運営業務開始前に

確定する。 

(イ) 運営事業者の事業提案書に基づき、運営業務の仕様・水準を確定する。 

(ウ) 運営事業者の提供する運営業務が、要求水準書等未達となる基準については事業

契約締結後に詳細化する。 

(エ) 運営事業者は品質管理（PDCAサイクル）を行うものとし、品質管理方針・品質管

理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「運営マニュアル」を作成し、

業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査（セルフモニタリング）を業務監査

（日常、随時及び定期モニタリング等）に位置づけるものとする。 

(オ) 運営事業者は、自らが行う品質管理を前提として、2 (3) イ (イ) に示す本市

のモニタリング方針を踏まえた上で、協議組織・体制、モニタリングに関する各種

報告様式等を提案し、本市と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これ

を運用するものとする。 

(カ) 運営マニュアルは、運営事業者自らの業務の実施のために作成するものであり、

これを遵守することにより運営事業者が免責となるものではないものとする。 
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イ モニタリングの方法 

(ア) 運営事業者によるモニタリング 

運営事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含ん

だ運営業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認すること。 

また、運営事業者は、運営業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行

い、事業契約書に定める運営業務についての各種報告書及び監査済み財務報告書類を

それぞれ期日までに作成して本市に提出すること。 

 

(イ) 本市によるモニタリング 

本市は、自己の責任及び費用で、運営事業者が実施する運営業務について以下のモ

ニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。 

a 定期モニタリング 

運営事業者が毎月 10 日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等

を満たしているか確認し、受領後 14 日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる

月の業務状況につき運営事業者に通知する。運営事業者は、本市の要請に応じて、本

市が行うモニタリングへ合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内

容（モニタリングの項目、方法及び提出時期）は、運営事業者の提案に基づくものと

し、契約後に本市と運営事業者が協議の上決定する。 

b 財務状況モニタリング 

運営事業者は、毎事業年度、財務書類（会社法第 435 条第 2項に規定する計算書

類）を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告され

た事業報告及びこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後 3カ月以内に提

出する。なお、本市は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。 

また、運営業務に係る実際の人件費が事業提案書で提案した人件費と乖離がないか

どうかを本市が確認するため、運営事業者は、本市が要求する場合に人件費の支払い

状況を開示することとする。なお、この確認は、雇用者の給与水準が運営業務の確実

な履行に繋がるとの観点から実施するものであり、個人の特定を目的とするものでは

ないため、人件費の支払い状況は個人名を伏せた上で開示することとする。 

c 随時モニタリング 

本市が必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリン

グを実施する。随時モニタリングにおいては、運営事業者は当該説明、立会い等につ

いて最大限の協力をするものとする。 
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3 運営業務に係る対価の減額措置 

(1) 運営業務に係る対価の減額に関する基本的考え方

運営業務に係る対価の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。

ア 運営事業者の行う業務において要求水準書及び事業提案書等の未達成又は事業契約の

不履行があった場合に減額する。

イ 減額は、適切な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留

意して行うものとし、減額により運営業務そのものが損なわれること等がないように

実施する。

ウ 減額金額は運営業務委託契約に基づき、運営事業者が本市に対して負担する違約金及

び損害賠償に充当されない。

エ 運営業務における減額措置は、運転停止型減額措置と運転継続型減額措置に分けて行

うものとする。

オ 減額システムの運用について

減額措置は適正な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして位置づけ 

るものであり、運営経費の減額が目的ではない。 

本事業における運転停止型減額措置の場合は、直ちに運営業務委託費の減額となる

が、運転継続型減額措置の場合は、適切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付

けとして規定するものであることから、軽微な不履行については直ちに減額するのでは

なく、運営事業者が自ら改善措置をとり、一定の改善期間の中で速やかに解決すること

が望ましい。そのため、本市と運営事業者の間でこうした問題を効率よく解決できる機

能を有する協議組織・体制等の構築を図るものとする。 
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(2) 運転停止型減額措置 

ア 減額等の措置を講じる状態 

異常事態の発生、計画外での本施設におけるごみ処理の停止、その他運営事業者の運

営業務委託契約に基づく債務の不履行等により、ごみ処理を停止した場合とする。 

イ 減額措置の手順 

(ア) 復旧手続 

本市と運営事業者は、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、ごみ処理が停止さ

れた施設の復旧に努めるものとする（図 1 参照）。なお、停止基準を逸脱した理由が

測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、運営事業

者がその原因及び責任の究明について本市へ報告し、本市から復旧手続を簡略化する

ことの承諾を得ることで、次に掲げる e から g の事項を省略することができる。 

 

a 運営事業者によるごみ処理停止の報告 

b 運営事業者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明及び本市への報告 

c 運営事業者による当該施設の復旧計画の提案及び本市の承諾 

d 運営事業者による当該施設の復旧作業への着手 

e 本市による当該施設の復旧作業の完了確認 

f 運営事業者による復旧のための試運転の開始 

g 本市による当該施設の運転データの確認 

h 当該施設の運転再開 

i 運営事業者による運営改善計画の立案 

j 本市による運営改善計画の承諾 
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《 本市 》 《運営事業者》

運転停止型減額措置に関する
要求性能未達事象の発生

復旧計画の提案

復旧作業

復旧計画の承諾
（変更を求める場合あり）

復旧作業の完了確認
（変更を求める場合あり）

異常事態に至った
原因と責任の究明及び報告

b

cc

de

※

※停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自
明である場合、本市から業務改善手続を簡略化することの承諾を得ることで省略でき
る。

図 1 復旧手続 

ごみ処理停止の報告
a

復旧のための試運転

f

運転データの確認
g

運転再開

h

運営改善計画の立案

i
運営改善計画の承諾

（変更を求める場合あり）

j

復旧手続きを
簡略化することの承諾

(必要に応じて)
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(イ) 減額の適用 

ごみ処理を停止した場合（3 (2) ア に示す減額等の措置を講じる状態に限

る。）、1日当たりの運営固定費に停止日数を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費

の支払い額から減額するものとする。 

なお、運転停止型減額措置において、減額の対象とする停止日数とは、ごみ処理を

停止し、処理対象物をごみピットで受入れ不能であった場合の日数とする。ごみ処理

を停止した場合であっても、処理対象物をごみピットで受入れが出来た場合は、運転

停止型減額措置を適用しない。 

 

【減額対象】 

運営固定費 

【減額金額の算定式】 

・減額金額 (円)＝1日当たりの運営固定費(円/日)×停止日数(日) 

※1 日当たり運営固定費(円/日)：年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額 
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(3) 運転継続型減額措置

ア 減額等の措置を講じる状態

本市が実施するモニタリング等の結果、ごみ処理を継続できるが、業務水準が未達又

は運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至ったと本市が判断した場合。ただし、運

営事業者が業務改善計画書において改善期間を提示し、当該改善期間内に業務改善作業

が完了したことを本市が確認できた場合は、運転継続型減額措置を適用しない。 

イ 減額措置の手順

(ア) 業務改善手続

本市と運営事業者は、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、業務の改善に努め

るものとする（図 2 参照）。 

なお、業務水準の未達又は運営業務委託契約書に基づく不履行に至った理由が軽微

であり、その原因及び改善策が自明である場合には、運営事業者がその原因及び責任

の究明について本市へ報告し、本市から業務改善手続きを簡略化することの承諾を得

ることで、次に掲げる c の事項を省略することができる。 

a 本市から運営事業者に対して、業務水準の未達及び運営業務委託契約に基づく債務

の不履行の改善を行うよう是正勧告 

b 運営事業者による業務水準の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至

った原因と責任の究明及び本市への報告 

c 運営事業者による業務改善計画書の作成・提出及び本市の承諾 

d 業務改善作業への着手 

e 本市による業務改善作業の完了確認 

図 2 業務改善手続 

《 本市 》 《運営事業者》

運転継続型減額措置に関する
業務水準未達事象の発生

業務改善計画書の作成･提出
（改善期間提案・決定）

業務改善作業

是正勧告

業務改善計画書の承諾
（変更を求める場合あり）

改善結果の確認
（変更を求める場合あり）

債務の不履行に至った
原因と責任の究明及び報告

a

b

cc

de

※

※業務水準の未達及び業務契約書等の不履行に至った理由が軽微である場合、
本市から業務改善手続を簡略化することの承諾を得ることで省略できる。

業務改善手続きを
簡略化することの承諾

(必要に応じて)
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(イ) 減額の適用 

本施設について業務水準を満たさないと本市が判断するとともに、改善期間を超え

ても業務改善結果が確認できない場合、1日当たりの運営固定費に改善未確認日数と

減額率を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費の支払い額から減額するものとす

る。 

 

【減額対象】 

運営固定費 

【減額金額の算定式】 

①改善期間内に業務改善作業が完了したことを本市が確認できた場合 

運転継続型減額措置の減額無し 

②改善期間を超えても業務改善結果が確認できない場合 

・運営固定費に対する減額金額(円) 

＝1 日当たり運営固定費(円/日)×改善未確認日数 a(日)×減額率(20％) 

＋1 日当たり運営固定費(円/日)×改善未確認日数 b(日)×減額率(100％) 

※1 日当たり運営固定費(円/日)：年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額 

改善未確認日数 a(日)：是正勧告日から改善期間満了日 

改善未確認日数 b(日)：改善期間満了日翌日以降、本市が改善を確認する日までの日

数 
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(4) 余剰電力量未達減額措置 

ア 運営事業者による提案余剰電力量達成状況報告 

運営事業者は、実績余剰電力量と事業提案書で提案した提案余剰電力量を比較し、提

案余剰電力量の達成状況等をとりまとめた提案余剰電力量達成状況報告書を翌年度の 4

月 10 日までに本市へ提出する。ただし、令和 31 年度（運営開始後 20 年目）において

は、運営事業者が令和 31 年 4 月から令和 32 年 2 月までの提案余剰電力量達成状況等の

速報値についてもとりまとめ、当該年度の提案余剰電力量達成予測を令和 32 年 3 月 10

日までに本市へ報告すること。 

なお、余剰電力量は以下の計算に基づくものとする。 

 

余剰電力量(kWh/年)＝本施設における発電電力量(kWh/年) 

－本施設所内消費電力量(kWh/年) 

※本施設所内消費電力量は、既存施設及び周辺公共施設（屋内プール）への供給電力

量を除く。 

 

イ 余剰電力量未達減額措置 

当該年度における年間の実績余剰電力量が年間の提案余剰電力量を 10％以上下回った

場合、提案余剰電力量の未達分に、当該年度における売電単価（当該年度に本市が電気

事業者に対して行った売電の平均単価）を乗じた金額の 50％を当該年度の 3月分運営固

定費から減額する。ただし、当該年度の 3月における運転停止型減額措置の停止日数が

16 日以上、かつ、当該年度の 3月分運営固定費が 0円となった場合は、不足分を翌年度

の 4月分運営固定費から減額する。また、令和 31 年度（運営開始後 20 年目）におい

て、当該年度の 3月分運営固定費が 0円になる場合は、運営固定費及び運営変動費の合

計から減額する。 

なお、提案余剰電力量の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づく

ことを運営事業者が明らかにし、本市が認めた場合は、余剰電力量未達減額措置を適用

しない。当該年度の実績余剰電力量が提案余剰電力量を上回った場合は、上回った分を

次年度に持ち越さないものとする。 

 

【減額対象】 

運営固定費 

【減額金額の算定式】 

・減額金額(円)＝{提案余剰電力量(kWh/年)－実績余剰電力量(kWh/年)} 

×売電単価(円/kWh)×50％ 

※提案余剰電力量(kWh/年)：当該年度の運転計画で示す売電量(kWh/年) 

実績余剰電力量(kWh/年)：当該年度の総年間売電量(kWh/年) 

売電単価(円/kWh)：当該年度に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価(円/kWh) 
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(5) 提案地元発注金額の未達に係る減額措置 

ア 運営業務に係る地元発注金額 

運営業務に係る地元発注金額は、運営業務における地元企業への発注金額である。運

営業務に係る地元発注金額は、二次下請までとし、発注金額の重複は認めないものとす

る。また、地元企業から地元企業以外へ発注する場合の発注金額は、運営業務に係る地

元発注金額に含まないものとする。 

 

イ 運営事業者における提案地元発注金額達成状況報告 

運営事業者は、実績地元発注金額と事業提案書で提案した提案地元発注金額を比較

し、提案地元発注金額の達成状況等をとりまとめた運営業務地元発注金額達成状況報告

書を翌年度の 4月 10 日までに本市へ提出する。ただし、令和 31 年度（運営開始後 20

年目）においては、運営事業者が令和 31 年 4 月から令和 32 年 2 月までの提案地元発注

金額の達成状況等の速報値についてもとりまとめ、当該年度の運営業務地元発注金額達

成予測を令和 32 年 3 月 10 日までに本市へ報告すること。 

 

ウ 運営業務委託費の減額措置 

本市は、運営業務地元発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、本市の実績地

元発注金額が本市の提案地元発注金額を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額の

うちの未達成分として、未達成分の金額を当該年度の 3月分運営固定費から減額する。 

ただし、提案地元発注金額の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基

づくことを運営事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、提案地元発注金額

の未達に係る減額措置を適用しない。 

実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回っていたかどうかの判断は、運営業務期

間中の翌年度の 4月実施を基本とするが、令和 31 年度（運営開始後 20 年目）において

は令和 32 年 3 月に実施する。なお、当該年度の実績地元発注金額が提案地元発注金額

を上回った場合は、上回った分を次年度に持ち越さないものとする。 

 

【減額対象】 

運営固定費 

【減額金額の算定式】 

・減額金額(円)＝提案地元発注金額(円)－実績地元発注金額(円) 

※提案地元発注金額(円)：当該年度の計画地元発注金額(円) 

実績地元発注金額(円)：当該年度の総地元発注金額(円) 
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(6) 提案地元雇用者給与の未達に係る減額措置 

ア 運営業務に係る地元雇用者給与 

運営業務に係る地元雇用者給与は、運営業務における地元雇用者への給与である。な

お、地元雇用者が、運営業務期間中に本市外へ居住を移した場合であっても、当該地元

雇用者が本事業へ従事している期間は、地元雇用者として取り扱う。 

 

イ 運営事業者における提案地元雇用者給与報告 

運営事業者は、実績地元雇用者給与と事業提案書で提案した提案地元雇用者給与を比

較し、提案地元雇用者給与の達成状況等をとりまとめた運営業務地元雇用者給与達成状

況報告書を翌年度の 4月 10 日までに本市へ提出する。ただし、令和 31 年度（運営開始

後 20 年目）においては、運営事業者が令和 31 年 4 月から令和 32 年 2 月までの提案地

元雇用者給与の達成状況等の速報値についてもとりまとめ、当該年度の運営業務地元雇

用者給与達成予測を令和 32 年 3 月 10 日までに本市へ報告すること。 

運営事業者は、運営業務地元雇用者給与達成状況報告書の提出に際し、当該年度の地

元雇用者給与として計上している人員の公的身分証明書（運転免許証、パスポート、マ

イナンバーカード、住民票等）の写しを提出すること。公的身分証明書の写しは、氏名

及び住所が分かるようにし、運営業務地元雇用者給与達成状況報告書に関係のない項目

（特にマイナンバーは本市へ提示しないこと。また、住所は市村名のみが分かるように

し、丁目・番地は示さないこと。）は黒塗りとすること。なお、公的身分証明書の写し

の提出に要する費用は、運営事業者の負担とする。 

 

ウ 運営業務委託費の減額措置 

本市は、運営業務地元雇用者給与達成状況報告書の内容を確認した結果、本市の実績

地元雇用者給与が本市の提案地元雇用者給与を下回った場合、運営業務委託契約の契約

金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を当該年度の 3月分運営固定費から減額

する。 

ただし、提案地元雇用者給与の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に

基づくことを運営事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、提案地元雇用者

給与の未達に係る減額措置を適用しない。 

実績地元雇用者給与が提案地元雇用者給与を下回っていたかどうかの判断は、運営業

務期間中の翌年度の 4月実施を基本とするが、令和 31 年度（運営開始後 20 年目）にお

いては令和 32 年 3 月に実施する。なお、当該年度の実績地元雇用者給与が提案地元雇

用者給与を上回った場合は、上回った分を次年度に持ち越さないものとする。 

 

【減額対象】 

運営固定費 

【減額金額の算定式】 

・減額金額(円)＝提案地元雇用者給与(円)－実績地元雇用者給与(円) 

※提案地元発注金額(円)：当該年度の計画地元雇用者給与(円) 

実績地元発注金額(円)：当該年度の総地元雇用者給与(円) 
 



 

添付資料 6-1 

入札説明書添付資料 6 事業者が付保する保険 

 

1 設計・建設工事 

(1) 組立保険 

保険契約者：建設事業者 

保険の対象：各種の機械、機械設備、装置などの据付・組立工事中に、工事現場において

不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害 

補 償 額：請負代金額 

保 険 期 間：本施設の着工日から施設引渡日の 24 時まで 

被 保 険 者：建設事業者 

 

(2) 建設工事保険 

保険契約者：建設事業者 

保険の対象：建設中の建物に不測かつ突発的な事故によって生じた損害 

補 償 額：請負代金額 

保 険 期 間：本施設の着工日から施設引渡日の 24 時まで 

被 保 険 者：建設事業者 

 

(3) 第三者損害賠償保険 

保険契約者：建設事業者 

保険の対象：建設工事に伴い、第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担する

ことにより被る損害を担保 

補償限度額：対人－1名当たり 1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 

対物－1事故当たり 1億円以上 

保 険 期 間：本施設の着工日から施設引渡日の 24 時まで 

被 保 険 者：建設事業者 

 

※上記に示す保険は必要最小限度のものであることから、上記条件以上の補償内容とすること

及び上記以外の保険を提案し、付保することを妨げない。 
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2 運営業務 

(1) 第三者損害賠償保険 

保 険 契 約 者：運営事業者 

補償する損害：本施設の使用若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴う法律上の損

害及び賠償責任を負担することによって被る損害 

てん補限度額：対人－1名当たり最大 1億円以上、1事故当たり最大 10 億円以上 

対物－1事故当たり最大 1億円以上 

免 責 金 額：なし 

保 険 期 間：運営業務期間 

被 保 険 者：本市、運営事業者 

 

(2) 公益社団法人全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済 

保険契約者：本市（共済基金分担金は運営事業者が負担） 

補償する損害：火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、車両の衝突、騒じょう、破

壊行為、風水災、雪災及び土砂崩れによる損害 

てん補限度額：建物総合損害共済業務規程参照のこと 

保 険 期 間：運営業務期間 

被 保 険 者：本市、運営事業者 

 

※上記に示す保険は必要最小限度のものであることから、上記条件以上の補償内容とすること

及び上記以外の保険を提案し、付保することを妨げない。 
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入札説明書添付資料 7 リスク分担表 

本事業の主なリスクに対する基本的な考え方を整理したリスク分担表を以下に示す。リスク分

担の詳細は各事業契約書（案）を参照すること。 

リスク項目 リスクの内容・考え方等 
リスク分担 

本市 事業者 

全 

期 

間 

共 

通 

入札資料リスク a 入札説明書、要求水準書等の誤り又は変更によるもの ○  

用地リスク b 
地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地条

件に関するもの 
○  

政治リスク c 政策方針の転換、議会承認、財政破綻等によるもの ○  

交付金等リスク 

d 
事業者の事由により予定されていた交付金等額が交付

されない場合 
△ ○ 

e 
その他の事由により予定されていた交付金等額が交付

されない場合 
○  

制度・法令リスク f 事業者ではコントロール不能なリスク ○  

税制リスク 
g 事業者の利益に課される税  ○ 

h 上記以外の事業者ではコントロール不能なリスク ○  

物価変動リスク 
i 一定の範囲は事業者の負担  ○ 

j 大幅な変動があった場合は市の負担 ○  

金利変動リスク 
k 設計・建設期間中の金利変動 ○  

l 維持管理・運営期間中の金利変動 △ ○ 

政治リスク m 事業者ではコントロール不能なリスク ○  

不可抗力リスク 
n 一定の範囲（1％）内は事業者の負担  ○ 

o 一定の範囲（1％）外は基本的に市の負担 ○  

住民反対リスク 

p 
本事業の実施そのものについての周辺住民等の反対運

動、訴訟・要望に関するもの 

○  

q 
上記以外のもの（事業者が実施する業務に起因する住民

反対運動、訴訟・要望に関するもの等） 

 ○ 

第三者賠償 
r 事業者が実施する業務に起因して発生する事故等  ○ 

s 上記以外のもの ○  
 

設 

計 

段 

階 

各種調査不備リスク 
t 市が実施した測量・地質調査等 ○  

u 必要に応じ事業者が実施した追加調査  ○ 

設計変更リスク 
v 本市の提示条件不備、要求変更に起因するもの ○  

w 上記以外の施設設計全般  ○ 

建設着工遅延リスク 
x 本市の事由による建設工事の着工遅延 ○  

y 事業者の事由による建設工事の着工遅延  ○ 

建 

設 

段 

階 

許認可取得リスク z 事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの  ○ 

完工リスク、施設 

整備費超過リスク 

aa 本市の提示条件不備、要求変更に起因するもの ○  

ab 上記以外の施設設計全般  ○ 

試運転・性能試験 

リスク 

ac 
試運転・性能試験（事業者実施）に要する廃棄物の供給

等に関するもの 
○  

ad 
試運転・性能試験（事業者実施）の結果、契約等で規定

した要求性能の不適合によるもの 
 ○ 

【凡例】 ○：主分担 △：従分担 
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リスク項目 リスクの内容・考え方等 
リスク分担 

本市 事業者 

運 

営 

段 

階 

性能リスク、維持管

理費超過リスク 

ae 本市の提示条件不備、要求変更に起因するもの ○  

af 上記以外の施設運営全般  ○ 

施設・設備損傷リス

ク 

ag 事故や火災発生等  ○ 

ah 
第三者による施設破損等、事業者ではコントロール不能

なリスク 
○  

売電収入変動リスク 
ai 運転に起因するもの  ○ 

aj 上記以外の事業者ではコントロール不能なリスク ○  

技術革新 ak 市の判断で採用するもの ○  

ごみ処理量変動リス

ク 
al 

計画年間ごみ処理量から逸脱するごみの処理によるも

の 
○  

ごみ質の性状変動リ

スク 
am 計画ごみ質から逸脱するごみ質の変動によるもの ○  

事業終了段階での施設の

性能確保 
an 性能確保ができない場合は事業者が修復  ○ 

【凡例】 ○：主分担 △：従分担 

※ 計画年間ごみ処理量は「要求水準書添付資料 4 計画ごみ処理量」に示す各年度のごみ処理量

を指す。ごみ処理に係る費用については、固定費と変動費の 2料金制を採用することにより対

応する。なお、計画年間ごみ処理量を逸脱した場合でも、本施設の処理能力の範囲内で事業者

は処理を行うものとする。ただし、計画年間ごみ処理量を大きく逸脱し、本施設での処理が困

難となった場合の対応は、本市と事業者の協議により決定する。 
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